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≪予算の「使い方」の見直し≫ 

○ 文教・科学技術分野の真の課題は、予算の「量」ではなく、予算の「使い方」

○ 「単純な配分」から「質の向上に実効性のある配分」へ予算の使い方を見直し

【国立大学法人運営費交付金】p.4 

各国立大学への配分方法の見直し：原則前年同額で固定して配分してきた仕組みから、

評価に基づく配分を 1,000 億円に拡大（うち、700 億円は成果に係る共通指標（※）によ

る相対評価に基づく配分、300 億円は既存の重点支援評価に基づく配分） 

※ 成果に係る共通指標：若手研究者比率、

運交金等コスト当たりトップ 10％論文数、 

教員一人当たり外部資金獲得実績  等 

【科学研究費助成事業（科研費）】p.9 

評価に基づき配分される科研費について、大型研究種目から若手研究者向け研究種目

へのシフトや一部種目における若手研究者の積極的採択など、若手研究者への重点化を

進めつつ、充実 

【義務教育費国庫負担金】p.6 

加配要件の見直し：より質の高い英語教育に向け、小学校教諭の新規採用者のうち、

一定以上の英語力を有する者の割合が 50％以上（中学校教諭に求

められる水準として教育振興基本計画に定められた割合と同水

準）である都道府県等に、英語専科指導のための教員加配を行う

仕組みを導入 

【部活動指導員】p.7 

配置要件の見直し：教師が授業等に注力できるよう、働き方改革の一環として、部活

動指導員の配置にあたり、適切な練習時間や休養日の設定など、

部活動の適正化を進めている自治体を対象とするよう見直し 

≪教育の経済的負担軽減≫ 

○ 31 年 10 月からの「幼児教育の無償化」の着実な実施（p.8）、32 年度からの「高等教

育の経済的負担軽減」の本格的実施に向けての段階的拡大（p.6）、29 年度から開始し

た「高等教育の給付型奨学金・無利子奨学金の拡充」の安定的な実施のための措置（p.5） 

（単位：億円） 

項 目 30 年度 31 年度 30’→ 31’増 減 

文教及び科学振興費 53,512 53,824 ＋311（＋0.6％） 

うち文教関係費 40,337 40,445 ＋108（＋0.3％） 

うち科学技術振興費 13,175 13,378 ＋204（＋1.5％） 

（参考）文部科学省予算 52,938 53,203 ＋265（＋0.5％） 

※ この他、「臨時・特別の措置」として、文教及び科学振興費で2,201億円、うち文科省予算で2,084億円を計上

文教・科学技術予算のポイント 

31 年度予算編成の主要事項 

※内容や計数は精査中であり、今後、変更が生じる場合がある。
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１ 高等教育（大学等） 

（１）国立大学法人運営費交付金等

30 年度  31 年度 

○国立大学法人運営費交付金等 10,971 億円 ⇒ 10,971 億円 （▲0.0％）

各国立大学への運営費交付金について、その大部分をそれぞれ前年同額で固定して配分し

てきた仕組みを改め、評価に基づく配分の対象額を 1,000 億円まで拡大。このうち、①700 億

円については教育・研究の成果に係る客観的な共通指標等による評価に基づき配分し、②300

億円については重点支援評価に基づき配分。

①成果に係る客観的な共通指標等による配分（700 億円）

・ 基幹経費において、成果に係る客観・共通指標による相対評価に基づく配分を行うこ

ととする。 

31 年度においては、機能強化経費からの基幹経費化分（注）と合わせた 700 億円につ

いて、下記の指標による配分を行う。 

（注）機能強化促進費（補助金）等 300 億円以内を基幹経費化する。 

（ⅰ）会計マネジメント改革の推進状況（100 億円） 

学部・研究科ごとの予算・決算の管理、学内予算配分への活用、情報開示状況及びこ

れに向けた取組みに基づき配分 

（ⅱ）教員一人当たり外部資金獲得実績（230 億円） 

以下の獲得実績に基づき、点数を付与して配分 

ア）研究教育資金獲得実績（共同研究、受託研究、受託事業等の使途の特定された資金） 

イ）経営資金獲得実績（寄附金、雑収入等の使途の特定のない資金）

（ⅲ）若手研究者比率（150 億円） 

常勤若手教員の常勤教員に占める比率に基づき、点数を付して配分 

（ⅳ）運営費交付金等コスト当たりトップ 10％論文数（試行）（100 億円） 

運営費交付金等コスト当たりトップ 10％論文数に基づき、点数を付して配分 

（重点支援③の大学のみ） 

（ⅴ）人事給与・施設マネジメント改革の推進状況（120 億円） 

人事給与・施設マネジメント改革の推進状況（業績評価の処遇への反映、クロス 

アポイントメント、戦略的施設マネジメントなど特筆事項等）により評価ポイントを

算出し、これに基づき配分

※ 32 年度以降、②の配分に振替え

・ 傾斜（変動幅）は、31 年度においては、激変緩和の観点から以下のとおりとする。

「上位 10％の大学：110％」「上位 10～30％の大学：105％」「上位 30～50％の大学：100％」

「上位 50～70％の大学：95％」「残り 30％の大学：90％」

（実際の配分においては、全体に圧縮率又は拡大率を乗じて調整する）

◆ 文教予算のポイント
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・ 32 年度以降、②の配分からの振替え等により対象額（配分割合）を 700 億円から拡大

するとともに、傾斜（変動幅）を拡大する。

・ 教育・研究の成果に係る指標については、31 年度においては上記のとおり試行導入と

し、31 年夏頃までに、教育研究や学問分野ごとの特性を反映した客観・共通指標及び評

価について検討し、検討結果を 32 年度以降の適用に活用する。

②機能強化経費の「機能強化促進分」で、各大学の評価指標に基づき再配分（300 億円）

・ 精選された各大学の評価指標（KPI）に基づく各項目の KPI ポイントの合計から大学全

体の評価ポイントを算出し、これに基づき再配分

○民間資金獲得のためのインセンティブ（内閣府） PRISM(100 億円)の

内数(20 億円程度) 
（新規） 

国立大学に対して、産学連携の加速や更なる外部資金の獲得増など、各々の特性を活かし

た好循環を創出するため、民間資金獲得実績に応じてインセンティブとなる資金を配分。 

○国立大学経営改革促進事業 40 億円 ⇒ 45 億円 （＋12.4％） 

Society5.0 の実現に向け、学長のリーダーシップに基づくスピード感のある経営改革を実

行するため、地域イノベーションの創出や世界最高水準の教育研究の展開に向けた取組への

支援を拡充する。 

○国立大学等施設整備 376 億円 ⇒ 1,155 億円 (＋207.1％) 

※ 「臨時・特別の措置」808 億円を含む

安全・安心な教育研究環境の基盤の整備や高度化・多様化する教育研究活動への対応とし

て国立大学等の施設整備を推進する。 

（２）私学助成

30 年度 31 年度 

○私立大学等経常費補助 3,154 億円 ⇒ 3,159 億円 （＋0.2％） 

教育研究の中身の向上とは直接関係のない、大学のブランドイメージ形成に係る補助につ

いては、新規事業は中止し、継続事業についても速やかな廃止を進める。 

一般補助及び定員割れ私立大学への補助額増加の要因となっている特別補助について、教

育の質の向上につながるよう、アウトカム指標を含めた、よりメリハリある資金配分を行う。 

○私立学校施設整備 102 億円 ⇒ 195 億円 （＋90.6％） 

※ 「臨時・特別の措置」86 億円を含む

安全・安心な教育研究環境の基盤の整備や教育研究の質の向上のための装置等の整備を推

進する。 

（３）育英事業費等

30 年度  31 年度 

○給付型奨学金 105 億円 ⇒ 140 億円 （＋33.3％） 

 低所得世帯の子供たちの進学を後押しするため、29 年度から開始した給付型奨学金制度を

安定的に実施する。（30 年度 2.3 万人→31 年度 4.1 万人） 

○無利子奨学金 958 億円 ⇒ 1,029 億円 （＋7.5％） 

無利子奨学金については、29 年度から進められている①低所得世帯の子供に係る成績基準
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の実質的撤廃及び②残存適格者の解消について、31 年度においても安定的に実施する。（30

年度 53.5 万人→31 年度 56.4 万人） 

○授業料減免

・国立大学における授業料減免 350 億円 
⇒ 

365 億円 （＋4.3％） 

・私立大学等における授業料減免 130 億円 177 億円 （＋36.2％） 

※国立大学法人運営費交付金、私立大学等経常費補助金の内数

経済的な理由によって授業料の納付が困難で、かつ、学業成績が優秀な者等に対する授業

料減免枠等を拡大する。 

２ 小中学校教育 

30 年度 31 年度 

○教職員定数の適正化 15,228 億円 ⇒ 15,200 億円 （▲0.2％）

・ 「基礎定数」（義務標準法に基づき、学校数や学級数に応じて算定されるもの）について

は、少子化の進展による自然減（▲2,872 人）や、学校統廃合の更なる進展による定数減

（▲1,050 人）を反映。

・ 「加配定数」（教育上の特別な配慮などの目的で配置するもの）については、少子化等に

伴う既存定数の見直し（▲404 人）を反映する一方、学習指導要領改訂に伴う小学校英語

の教科化に対応する質の高い英語指導が可能な専科教員の実効的な強化（＋1,000 人）や、

いじめ・不登校等への対応等（＋210 人）のため、加配定数の改善を図る（注）。

また、29 年度法改正に伴い、通級指導や日本語指導が必要な児童生徒の対応等に係る教

員について、基礎定数化（＋246 人）を着実に進める。 

・ 上記に加え、30 年人事院勧告や教職員の若返り等を適切に反映することで、全体で対前

年度比▲27 億円となる。

（注）31 年度予算における加配措置の概要 

・ 小学校英語の質の高い指導を行う専科教員の充実（※１，２） ＋1,000 人

・ いじめ・不登校等への対応 ＋50 人 

・ 貧困等に起因する学力課題の解消 ＋50 人 

・ 主幹教諭の配置拡充による学校マネジメント機能強化 ＋30 人 

・ 統合校・小規模校への支援 ＋30 人 

・ 学校事務職員・養護教諭・栄養教諭の充実 ＋50 人 

（※１）専科教員の要件

①中学校又は高等学校英語の免許状を有する者

②２年以上の外国語指導助手（ALT）の経験者

③ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）B2相当以上の英語力を有する者

④海外大学、又は青年海外協力隊若しくは在外教育施設等で、２年以上の英語を

使用した海外留学・勤務経験のある者

上記②～④は、小学校教諭免許状、又は中学校英語・高等学校英語の免許状の

いずれの免許状も有しない者にあっては特別免許状を授与することが必要。 

（※２）専科教員の加配を行う都道府県の要件 

 小学校教諭の新規採用のうち、CEFR B2 相当以上等の一定以上の英語力を有する

者が 50％以上（中学校教諭に求められる水準として教育振興基本計画に定められ

た割合と同水準）である都道府県等に、英語専科教員を加配することを通じて、よ
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り質の高い英語教育を推進する。 

○補習等のための指導員等派遣事業 48 億円 ⇒ 55 億円 （＋15.6％) 

学校における働き方改革に向けて、学習プリントの印刷等、教員の事務負担軽減のための

スクール・サポート・スタッフの拡充（3,000 人→3,600 人）、適切な練習時間や休養日の設

定などを推進する中学校における部活動指導員の配置（注）の倍増（4,500 人→9,000 人）な

ど、重点的に措置。 

（注）部活動指導員の配置要件 

国のガイドライン（※）を遵守した上で、例えば、部活動の休養日を平日３日又は土曜

日・日曜日両日とも休養日とするなど、学校設置者単位における１部活動あたりの活動時

間の削減に取り組む学校設置者に優先して配分することとする。 
 (※) 運動部活動に係るガイドラインでは、休養日の設定や活動時間の基準として次のように定められてい

る。文化部活動に係るガイドラインも同趣旨の内容が定められる予定。 
○学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。（平日は少なくとも１日、土曜日及び日曜日（以下「週
末」という。）は少なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動した場合は、休養日を他
の日に振り替える。）

○長期休業中の休養日の設定は、学期中に準じた扱いを行う。また、生徒が十分な休養を取ることができ
るとともに、運動部活動以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オフ
シーズン）を設ける。

○１日の活動時間は、長くとも平日では２時間程度、学校の休業日（学期中の週末を含む）は３時間程度
とし、できるだけ短時間に、合理的でかつ効率的・効果的な活動を行う。

○スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカーの配置
61 億円 ⇒ 65 億円 （＋6.7％） 

いじめ・不登校等に対応する観点から、スクールカウンセラーの配置について 2 万 6,700

校から 2 万 7,500 校に拡充するとともに、スクールソーシャルワーカーについても、7,500

人から 10,000 人に拡充することにより、教育相談機能の強化を図る（「ニッポン一億総活躍

プラン」（平成 28 年 6 月 2日閣議決定）における配置目標を達成）。 

○切れ目ない支援体制整備充実事業 16 億円 ⇒ 18 億円 （＋12.2％） 

看護師などの特別支援教育専門家の配置や、特別な支援を必要とする子供への就学前から

の学齢期、社会参加までの切れ目ない支援体制整備等を行う自治体を支援する。特に、特別

支援学校等に配置する医療的なケアのための看護師について、1,500 人から 1,800 人に拡充

する。 

○公立学校施設整備（災害復旧費除く） 682 億円 ⇒ 1,608 億円 (＋135.8％) 

※ 「臨時・特別の措置」931 億円を含む

安全・安心な教育環境を構築するため、学校施設整備を推進する。 

（参考）上記の他、補正予算で以下を計上。 

①30 年度補正予算（第 1 号）

・熱中症対策としてのエアコン設置（817 億円）

・倒壊の危険性のあるブロック塀対応（168 億円）

②30 年度補正予算（第 2 号）

・防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策（372 億円）

―  ―0123456789



３ 幼児教育 

30 年度 31 年度 

○幼児教育無償化 283 億円 ⇒ 

（31 年 4～9月） 

141 億円（文科省計上） 

（31 年 10 月～） 

560 億円（内閣府計上） 

「経済財政運営と改革の基本方針 2018（30 年 6 月 15 日）」等を踏まえて、31 年 10 月か

ら、これまで段階的に推進してきた幼児教育無償化を一気に加速し、幼稚園を利用する３歳

から５歳までの全ての子供たちの利用料を無償化する。子ども・子育て支援新制度の対象と

ならない幼稚園については、同制度における利用者負担上限額（月額 2.57 万円）を上限と

して無償化する。 

31 年 4 月から 9月までは、幼稚園就園奨励費補助を引き続き実施。 

４ 高校教育 

30 年度 31 年度 

○高等学校等就学支援金交付金等 3,708 億円 ⇒ 3,734 億円 （＋0.7％） 

都道府県に交付する高等学校等就学支援金について、私立高等学校における対象者の増を

反映する。 

（参考） 

高等学校等の授業料に充てるため、高等学校等の生徒に対して年額 118,800 円を支給す

るほか、私立高等学校等の生徒については、所得に応じて、支給額を 1.5～2.5 倍した額を

上限として支給する。 

ただし、保護者等の年収が 910 万円以上程度（市町村民税所得割額 304,200 円以上）世

帯は支給対象外。 

○高校生等奨学給付金の拡充 133 億円 ⇒ 139 億円 （＋4.9％） 

支給対象者の増を反映するとともに、市町村民税非課税世帯（全日制等）の第１子への給

付額を拡充する（国公立 8万 800 円→8万 2,700 円、私立 8 万 9,000 円→9万 8,600 円）。 

（参考） 

高校生等に係る授業料以外の教育費について、都道府県が実施する高校生等奨学給付金

事業を支援するもの。 

５ 地域における日本語教育

30 年度 31 年度 

○外国人受入れ拡大に対応した日本語教育・

外国人児童生徒等への教育の充実
5 億円 ⇒ 14 億円 (＋178.8％) 

(主な事業) 

・地域の日本語教育の総合的な体制づくりの推進：5 億円（新規）

外国人の受入れ拡大に向け、地域の日本語教室に係るコーディネーターを設置するな

ど、日本語教育環境を強化するための都道府県・政令指定都市の総合的な体制づくりを

支援する。 

・日本語の指導を含むきめ細やかな支援の充実：3億円（＋1.2 億円）

日本語指導補助者や母語支援員の活用による指導体制の構築など、自治体が公立学校

で行う外国人児童生徒等への支援体制の整備に対して支援を行う。

―  ―0123456789



平成 31 年度予算の「臨時・特別の措置」として、児童・生徒等の学習の場である学校施

設等の耐震化等を進めるとともに、津波からの迅速な避難等のための海底地震津波観測網

の整備等を行うなど、「防災・減災、国土強靱化のための３か年緊急対策」の実施に必要と

なる経費 2,133 億円（文科省 2,084 億円、内閣府 49 億円）を計上（一部再掲）。 

○防災のための重要インフラ等（1,518 億円）

・ 公立学校施設整備 980 億円（文科省 931 億円（再掲）、内閣府 49 億円）

・ 国立大学法人等施設整備 357 億円 （再掲）

・ 私立学校施設整備 86 億円 （再掲）

・ 南海トラフ海底地震津波観測網(N-net)の構築 16 億円 等 

○国民経済・生活を支える重要インフラ（614 億円）

・ 国立大学法人等施設整備 451 億円 （再掲）

・ 国立研究開発法人施設・設備整備 94 億円 等 

◆ 臨時・特別の措置

―  ―0123456789
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高
等
教
育
の
無
償
化
に
つ
い

て



制
度
の
概
要

【
⽀
援
対
象
と
な
る
学
校
種
】
⼤
学
・
短
期
⼤
学
・
⾼
等
専
⾨
学
校
・
専
⾨
学
校

【
⽀
援
内
容
】
①
授
業
料
等
減
免
制
度
の
創
設

②
給
付
型
奨
学
⾦
の
⽀
給
の
拡
充

【
⽀
援
対
象
と
な
る
学
⽣
】
住
⺠
税
⾮
課
税
世
帯

及
び

そ
れ
に
準
ず
る
世
帯
の
学
⽣

【
実
施
時
期
】
20
20
年
4⽉

（
20
20
年
度
の
在
学
⽣
（
既
に
⼊
学
し
て
い
る
学
⽣
も
含
む
。
）
か
ら
対
象
）

【
財
源
】
少
⼦
化
に
対
処
す
る
た
め
の
施
策
と
し
て
、
消
費
税
率
引
上
げ
に
よ
る
財
源
を
活
⽤
。

国
負
担
分
は
社
会
保
障
関
係
費
と
し
て
内
閣
府
に
予
算
計
上
し
、
⽂
部
科
学
省
に
お
い
て
執
⾏
。

１
．
総
論

⾼
等
教
育
の
無
償
化
の
趣
旨

低
所
得
者
世
帯
の
者
で
あ
っ
て
も
、
社
会
で
⾃
⽴
し
、
活
躍
す
る
こ
と
が
で
き
る
⼈
材
を
育
成
す

る
⼤
学
等
に
修
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
に
よ
り
、
我
が

国
に
お
け
る
急
速
な
少
⼦
化
の
進
展
へ
の
対
処
に
寄
与
す
る
た
め
、
真
に
⽀
援
が
必
要
な
低
所
得
者

世
帯
の
者
に
対
し
て
、
①
授
業
料
及
び
⼊
学
⾦
の
減
免
と
②
給
付
型
奨
学
⾦
の
⽀
給
を
合
わ
せ
て
措

置
す
る
。



○
給
付
型
奨
学
⾦
は
、⽇

本
学
⽣
⽀
援
機
構
が
各
学
⽣
に
⽀
給
。

（
給
付
型
奨
学
⾦
の
給
付
額
（
年
額
）
（
住
⺠
税
⾮
課
税
世
帯
）
）

※
⾃
宅
⽣

平
均
45
万
円

⾃
宅
外
⽣

平
均
88
万
円

※
⾼
等
専
⾨
学
校
の
学
⽣
に
つ
い
て
は
、学

⽣
⽣
活
費
の
実
態
に
応
じて
、⼤

学
⽣
の
５

割
〜
７
割
の
程
度
の
額
を
措
置
す
る
。

＜
給
付
額
の
考
え
⽅
＞

学
⽣
が
学
業
に
専
念
す
る
た
め
、学

⽣
⽣
活
を
送
る
の
に
必
要
な
学

⽣
⽣
活
費
を
賄
え
る
よ
う措

置
。

※
閣
議
決
定
に
即
して
措
置
。あ
わ
せ
て
、⼤

学
等
の
受
験
料
を
措
置
。

○
授
業
料
等
減
免
は
、各

⼤
学
等
が
、以

下
の
上
限
額
ま
で
授
業
料

等
の
減
免
を
実
施
。減

免
に
要
す
る
費
⽤
を
公
費
か
ら⽀

出
。

（
授
業
料
等
減
免
の
上
限
額
（
年
額
）
（
住
⺠
税
⾮
課
税
世
帯
）
）

＜
上
限
額
の
考
え
⽅
＞

（
国
公
⽴
）

⼊
学
⾦
・授
業
料
とも
に
、省

令
で
規
定
され
て
い
る
国
⽴
の
学
校
種

ご
との
標
準
額
ま
で
を
減
免
。

（
私
⽴
）

⼊
学
⾦
に
つ
い
て
は
、私

⽴
の
⼊
学
⾦
の
平
均
額
ま
で
を
減
免
。

授
業
料
に
つ
い
て
は
、国

⽴
⼤
学
の
標
準
額
に
、各

学
校
種
の
私
⽴

学
校
の
平
均
授
業
料
を
踏
ま
え
た
額
と国

⽴
⼤
学
の
標
準
額
との
差
額

の
２
分
の
１
を
加
算
した
額
ま
で
を
減
免
。

２
．
授
業
料
等
減
免
・
給
付
型
奨
学
金
の
概
要

授
業
料
等
減
免

2／
3

1／
3

２
／
3

1／
3

約
27
0万

円
〔
⾮
課
税
〕

約
30
0万

円
約
38
0万

円
年
収
⽬
安

（
年
収
は
、
両
親
・
本
⼈
・
中
学
⽣
の
家
族
４
⼈
世
帯
の
場
合
の
⽬
安
で
あ
る
が
、
実
際
に
は

多
様
な
形
態
の
家
族
が
あ
り
、
基
準
を
満
た
す
世
帯
年
収
は
家
族
構
成
に
よ
り
異
な
る
。
）

給
付
型
奨
学
⾦

国
公
⽴

私
⽴

⼊
学
⾦

授
業
料

⼊
学
⾦

授
業
料

⼤
学

約
28
万
円

約
54
万
円

約
26
万
円

約
70
万
円

短
期
⼤
学

約
17
万
円

約
39
万
円

約
25
万
円

約
62
万
円

⾼
等
専
⾨
学
校

約
８
万
円

約
23
万
円

約
13
万
円

約
70
万
円

専
⾨
学
校

約
７
万
円

約
17
万
円

約
16
万
円

約
59
万
円

※
住
⺠
税
⾮
課
税
世
帯
に
準
ず
る
世
帯
の
学
⽣
に

対
し
て
は
、
住
⺠
税
⾮
課
税
世
帯
の
学
⽣
の
３
分

の
２
⼜
は
３
分
の
１
の
⽀
援
を
⾏
い
、
⽀
援
額
の

段
差
を
滑
ら
か
に
す
る
。

国
公
⽴

⼤
学
・
短
期
⼤
学
・
専
⾨
学
校

⾃
宅
⽣

約
35
万
円

⾃
宅
外
⽣

約
80
万
円

私
⽴ ⼤
学
・
短
期
⼤
学
・
専
⾨
学
校

⾃
宅
⽣

約
46
万
円

⾃
宅
外
⽣

約
91
万
円



３
．
支
援
対
象
者
の
要
件
（
個
人
要
件
）
等

【学
業
・⼈
物
に
係
る
要
件
】

○
⽀
援
措
置
の
⽬
的
は
、⽀

援
を
受
け
た
学
⽣
が
⼤
学
等
で
しっ
か
り学

ん
だ
上
で
、社

会
で
⾃
⽴
し、
活
躍
で
き
る
よ
うに
な
る
こと
。

進
学
前
の
明
確
な
進
路
意
識
と強

い
学
び
の
意
欲
や
進
学
後
の
⼗
分
な
学
習
状
況
を
しっ
か
りと
⾒
極
め
た
上
で
学
⽣
に
対
して
⽀
援
を
⾏
う。

○
⾼
等
学
校
在
学
時
の
成
績
だ
け
で
否
定
的
な
判
断
を
せ
ず
、⾼

校
等
が
、レ
ポ
ー
トの
提
出
や
⾯
談
等
に
よ
り本

⼈
の
学
習
意
欲
や
進
学
⽬

的
等
を
確
認
。

○
⼤
学
等
へ
の
進
学
後
は
、そ
の
学
習
状
況
に
つ
い
て
厳
しい
要
件
を
課
し、
これ
に
満
た
な
い
場
合
に
は
⽀
援
を
打
ち
切
る
こと
とす
る
。

【そ
の
他
】

○
現
在
の
給
付
型
奨
学
⾦
の
取
扱
い
と同

様
に
、以

下
を
要
件
とす
る
。

・原
則
とし
て
、⽇

本
国
籍
、法

定
特
別
永
住
者
、永

住
者
⼜
は
永
住
の
意
思
が
認
め
られ
る
定
住
者
で
あ
る
こと
。

・⾼
等
学
校
等
を
卒
業
して
か
ら２

年
の
間
ま
で
に
⼤
学
等
に
⼊
学
を
認
め
られ
、進

学
した
者
で
あ
って
、過

去
に
お
い
て
⾼
等
教
育
の
無
償
化

の
た
め
の
⽀
援
措
置
を
受
け
た
こと
が
な
い
こと
。

・保
有
す
る
資
産
が
⼀
定
の
⽔
準
を
超
え
て
い
な
い
こと
（
申
告
に
よ
る
。）

。

○
在
学
中
の
学
⽣
に
つ
い
て
は
、直

近
の
住
⺠
税
課
税
標
準
額
や
学
業
等
の
状
況
に
よ
り、
⽀
援
対
象
者
の
要
件
を
満
た
す
か
どう
か
を
判
定
し、

⽀
援
措
置
の
対
象
とす
る
。ま
た
、予

期
で
き
な
い
事
由
に
よ
り家

計
が
急
変
し、
急
変
後
の
所
得
が
課
税
標
準
額
に
反
映
され
る
前
に
緊
急
に

⽀
援
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、急

変
後
の
所
得
の
⾒
込
み
に
よ
り、
⽀
援
対
象
の
要
件
を
満
た
す
と判

断
され
る
場
合
、速

や
か
に
⽀
援
を
開

始
す
る
。

○
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、直

ち
に
⽀
援
を
打
ち
切
る
。な
お
、そ
の

態
様
が
著
しく
不
良
で
あ
り、
懲
戒
に
よ
る
退
学
処
分
な
ど相

応
の
理

由
が
あ
る
場
合
に
は
⽀
援
した
額
を
徴
収
す
る
こと
が
で
き
る
。

ⅰ
退
学
・停
学
の
処
分
を
受
け
た
場
合

ⅱ
修
業
年
限
で
卒
業
で
き
な
い
こと
が
確
定
した
場
合

ⅲ
修
得
単
位
数
が
標
準
の
５
割
以
下
の
場
合

ⅳ
出
席
率
が
５
割
以
下
な
ど学

習
意
欲
が
著
しく
低
い
と⼤

学
等

が
判
断
した
場
合

○
次
の
い
ず
れ
か
の
場
合
に
は
、⼤

学
等
が
「警
告
」を
⾏
い
、そ
れ
を
連
続
で

受
け
た
場
合
に
は
⽀
援
を
打
ち
切
る
。

ⅰ
修
得
単
位
数
が
標
準
の
６
割
以
下
の
場
合

ⅱ
Ｇ
Ｐ
Ａ
（
平
均
成
績
）
等
が
下
位
４
分
の
１
の
場
合

（
斟
酌
す
べ
き
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
の
特
例
措
置
を
検
討
中
）

ⅲ
出
席
率
が
８
割
以
下
な
ど学

習
意
欲
が
低
い
と⼤

学
等
が
判
断
した

場
合



○
⼤
学
等
で
の
勉
学
が
職
業
に
結
び
つ
くこ
とに
よ
り格

差
の
固
定
化
を
防
ぎ
、⽀

援
を
受
け
た
学
⽣
が
⼤
学
等
で
しっ
か

りと
学
ん
だ
上
で
、社

会
で
⾃
⽴
し、
活
躍
で
き
る
よ
うに
な
る
とい
う、
今
回
の
⽀
援
措
置
の
⽬
的
を
踏
ま
え
、対

象
を
学

問
追
究
と実

践
的
教
育
の
バ
ラン
ス
が
取
れ
て
い
る
⼤
学
等
とす
る
た
め
、⼤

学
等
に
⼀
定
の
要
件
を
求
め
る
。

１
．
実
務
経
験
の
あ
る
教
員
に
よ
る
授
業
科
⽬
が
標
準
単
位
数
（
４
年
制
⼤
学
の
場
合
、１

２
４
単
位
）
の
１
割

以
上
、配

置
され
て
い
る
こと
。

※
例
え
ば
、オ
ム
ニバ
ス
形
式
で
多
様
な
企
業
等
か
ら講

師
を
招
い
て
指
導
を
⾏
って
い
る
、学

外
で
の
イン
ター
ンシ
ップ
や
実
習
等
を
授
業
とし
て
位
置
付
け

て
い
る
な
ど主

とし
て
実
践
的
教
育
か
ら構

成
され
る
授
業
科
⽬
を
含
む
。

※
学
問
分
野
の
特
性
等
に
よ
り満

た
す
こと
が
で
き
な
い
学
部
等
に
つ
い
て
は
、⼤

学
等
が
、や
む
を
得
な
い
理
由
や
、実

践
的
教
育
の
充
実
に
向
け
た
取
組

を
説
明
・公
表
す
る
こと
が
必
要
。

２
．
法
⼈
の
「理
事
」に
産
業
界
等
の
外
部
⼈
材
を
複
数
任
命
して
い
る
こと
。

３
．
授
業
計
画
（
シ
ラバ
ス
）
の
作
成
、G
PA
な
どの
成
績
評
価
の
客
観
的
指
標
の
設
定
、卒

業
の
認
定
に
関
す
る
⽅

針
の
策
定
な
どに
よ
り、
厳
格
か
つ
適
正
な
成
績
管
理
を
実
施
・公
表
して
い
る
こと
。

４
．
法
令
に
則
り、
貸
借
対
照
表
、損

益
計
算
書
その
他
の
財
務
諸
表
等
の
情
報
や
、定

員
充
⾜
状
況
や
進
学
・就

職
の
状
況
な
ど教

育
活
動
に
係
る
情
報
を
開
⽰
して
い
る
こと
。

〔経
営
に
課
題
の
あ
る
法
⼈
の
設
置
す
る
⼤
学
等
の
取
扱
い
〕

★
教
育
の
質
が
確
保
さ
れ
て
お
ら
ず
、
⼤
幅
な
定
員
割
れ
と
な
り
、
経
営
に
問
題
が
あ
る
⼤
学
等
に
つ
い
て
、
⾼
等
教
育
の

負
担
軽
減
に
よ
り
、
実
質
的
に
救
済
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
⽂
部
科
学
省
の
「
学
校
法
⼈
運
営
調
査
に
お
け
る
経

営
指
導
の
充
実
に
つ
い
て
」
（
平
成
３
０
年
７
⽉
３
０
⽇
付
３
０
⽂
科
⾼
第
３
１
８
号
⾼
等
教
育
局
⻑
通
知
）
に
お
け
る

「
経
営
指
導
強
化
指
標
」
を
踏
ま
え
、
次
の
い
ず
れ
に
も
あ
た
る
場
合
は
対
象
と
し
な
い
も
の
と
す
る
。

・
法
⼈
の
貸
借
対
照
表
の
「
運
⽤
資
産
－
外
部
負
債
」
が
直
近
の
決
算
で
マ
イ
ナ
ス

・
法
⼈
の
事
業
活
動
収
⽀
計
算
書
の
「
経
常
収
⽀
差
額
」
が
直
近
３
カ
年
の
決
算
で
連
続
マ
イ
ナ
ス

・
直
近
３
カ
年
に
お
い
て
連
続
し
て
、
在
籍
す
る
学
⽣
数
が
各
校
の
収
容
定
員
の
８
割
を
割
っ
て
い
る
場
合

な
お
、
専
⾨
学
校
に
適
⽤
す
る
際
の
指
標
は
、
⼤
学
の
指
標
を
参
考
に
し
つ
つ
設
定
す
る
。

４
．
大
学
等
の
要
件
（
機
関
要
件
）



（
費
⽤
負
担
の
基
本
的
な
考
え
⽅
）

①
給
付
型
奨
学
⾦
の
⽀
給
（
学
⽣
個
⼈
へ
の
⽀
給
）

・
国
が
全
額
を
負
担
し
、
(独
)⽇
本
学
⽣
⽀
援
機
構
が
学
⽣
に
直
接
⽀
給
。

②
授
業
料
等
減
免
（
⼤
学
等
が
実
施
す
る
減
免
に
対
す
る
機
関
補
助
）

・
国
公
⽴
⼤
学
等
は
、
設
置
者
が
全
額
負
担
し
、
各
学
校
に
交
付
。

・
私
⽴
⼤
学
・
短
⼤
・
⾼
専
は
、
所
轄
庁
で
あ
る
国
が
全
額
負
担
し
、
各
学
校
に
交
付
。

・
私
⽴
専
⾨
学
校
は
、
国
と
都
道
府
県
が
１
／
２
ず
つ
負
担
し
、
所
轄
庁
で
あ
る
都
道
府
県
が
各
学
校
に
交
付
。

（
事
務
費
等
）

国
に
お
い
て
、
無
償
化
制
度
の
円
滑
な
導
⼊
・
定
着
を
図
る
た
め
、
授
業
料
等
減
免
に
係
る
費
⽤
の
交
付
事
務
や
機
関
要
件

の
確
認
事
務
に
係
る
全
国
統
⼀
的
な
事
務
処
理
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
を
早
期
に
策
定
し
、
地
⽅
に
提
⽰
す
る
と
と
も
に
、

私
⽴
専
⾨
学
校
に
係
る
標
準
的
な
事
務
処
理
体
制
を
整
理
し
、
そ
の
体
制
構
築
に
要
す
る
費
⽤
を
全
額
国
費
に
よ
り
制
度
開
始

の
20
20
年
度
ま
で
の
２
年
間
措
置
。

（
地
⽅
財
政
計
画
及
び
地
⽅
交
付
税
の
対
応
）

今
般
の
無
償
化
に
係
る
地
⽅
負
担
に
つ
い
て
は
、
地
⽅
財
政
計
画
の
歳
出
に
全
額
計
上
し
、
⼀
般
財
源
総
額
を
増
額
確
保
し

た
上
で
、
個
別
団
体
の
地
⽅
交
付
税
の
算
定
に
当
た
っ
て
も
、
地
⽅
負
担
の
全
額
を
基
準
財
政
需
要
額
に
算
⼊
す
る
と
と
も
に
、

地
⽅
消
費
税
の
増
収
分
の
全
額
を
基
準
財
政
収
⼊
額
に
算
⼊
す
る
。

５
．
財
源

設
置
者
の
区
分
・
学
校
の
種
類

授
業
料
等
減
免
に
係
る
費
⽤
の
負
担
者
・
割
合

機
関
要
件
の
確
認
者

国
⽴
⼤
学
･短
⼤
･⾼
専
･専
⾨
学
校

国
（
設
置
者
）

全
額

国
（
設
置
者
）

私
⽴

⼤
学
･短
⼤
･⾼
専

国
（
所
轄
庁
）

全
額

国
（
所
轄
庁
）

公
⽴
⼤
学
･短
⼤
･⾼
専
･専
⾨
学
校
都
道
府
県
・
市
町
村
（
設
置
者
）

全
額

都
道
府
県
・
市
町
村

（
設
置
者
）

私
⽴

専
⾨
学
校

国
及
び
都
道
府
県
（
所
轄
庁
）

国
1/
2､
都
道
府
県
1/
2
都
道
府
県
（
所
轄
庁
）



事
項

20
19
年
度

20
20
年
度
〜

給
付
型
奨
学
⾦

・⽣
徒
が
⾼
校
を
通
じて
、⽇

本
学
⽣
⽀
援
機
構

（
JA
SS
O
）
に
申
込

授
業
料
等
減
免

・進
学
後
、学

⽣
が

⼤
学
等
に
申
請

機
関
要
件
の
確
認

・⼤
学
等
が
機
関
要
件
の
確

認
を
申
請

【進
学
前
の
予
約
採
⽤
⼿
続
】

①
採
⽤
申
込

・経
済
状
況
︓
⽣
徒
本
⼈
か
ら

JA
SS
O
に
マ
イナ
ンバ
ー
等
を
提
出

・学
業
︓
⾼
校
等
が
⽣
徒
の
進
学
意

欲
等
を
確
認
、J
AS
SO
に
報
告

②
JA
SS
O
に
よ
る
要
件
の
確
認

③
採
⽤
候
補
者
の
決
定

【⼤
学
等
で
の
⼿
続
】

①
減
免
申
込

②
⼤
学
等
に
よ
る
要
件
の

確
認
（
JA
SS
O
と連

携
）

③
授
業
料
等
の
減
免

⽀
給
開
始

（
進
学
後
）

【機
関
要
件
の

確
認
⼿
続
】

①
確
認
申
請

②
機
関
要
件
の

確
認

対 象 ⼤ 学 等 の 公 表

＜
既
に
⼤
学
等
に
在

学
し
て
い
る
学
⽣
＞

・
経
済
状
況
︓
学
⽣

本
⼈
か
ら
JA
SS
O

に
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

等
を
提
出

・
学
業
︓
⼤
学
等
が

学
⽣
の
学
習
状
況

を
確
認
、
JA
SS
O

に
報
告

※
年
度
内
に
⼿
続
を

実
施
す
る
の
は
初

年
度
の
み

６
．
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

○
今
回
の
⽀
援
措
置
の
実
施
の
た
め
、
20
19
年
の
次
期
通
常
国
会
に
、
授
業
料
等
減
免
制
度
の
創
設
、
給
付
型

奨
学
⾦
の
拡
充
な
ど
を
内
容
と
す
る
法
律
案
を
提
出
予
定
。

○
法
案
成
⽴
後
、
速
や
か
に
関
係
す
る
政
省
令
等
を
整
備
し
、
20
20
年
４
⽉
か
ら
の
⽀
援
措
置
実
施
に
向
け
て

下
記
の
よ
う
な
様
々
な
準
備
⾏
為
を
⾏
う
。



⾼
等
教
育
無
償
化
に
係
る
国
と
地
⽅
の
財
源
負
担
（
試
算
）
に
つ
い
て

区
分

負
担
割
合

国
・
地
方
合
計

国
地
方

う
ち
国

う
ち
地
方

給
付

型
奨

学
金

1
0
/
1
0

－
3
,5
0
0

3
,5
0
0

－

授
業

料
減

免
4
,2
0
0

3
,7
0
0

5
0
0

う
ち
公
立
大
学
等

－
1
0
/
1
0

2
0
0

－
2
0
0

う
ち
私
立
専
門
学
校

1
/
2

1
/
2

6
0
0

3
0
0

3
0
0

合
計

7
,6
0
0

7
,1
0
0

5
0
0

（
単
位
：
億
円
）

※
支
援
対
象
と
な
る
低
所
得
世
帯
の
生
徒
の
高
等
教
育
進
学
率
が
全
世
帯
平
均
（
約
8
0
%
）
ま
で
上
昇
し
た
場
合
の
試
算
。

※
端
数
調
整
の
た
め
計
と
内
訳
が
一
致
し
な
い
。
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